
庁 議
日時： 2月 5日（水）ＡＭ９：００ ＜庁議室＞

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【市長挨拶】

【協議事項】

1. 太田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 企画部長

2. 太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の 企画部長

一部改正について

3. 財産の取得について 企画部長

4. 太田市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の 健康医療部長

一部改正について

5. 太田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等 健康医療部長

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

一部改正について

6. 太田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例の一部改正について 産業環境部長

7. 太田市立学校給食センター設置条例の廃止について 教育部長

8. 太田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 企画部長

9. 太田市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正について 企画部長

10. 太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について 企画部長

【報告事項】

1. 令和６年度太田市一般会計補正予算（第８号）についての専決処分について 総務部長

2. 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 市民生活部長

3. 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 都市政策部長

4. 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 教育部長

【連絡事項】

1. 令和７年度組織機構について 企画部長

2. 令和７年度太田市当初予算（案）の概要について 総務部長

3. 新型ペーパーラボ等実証実験について 総務部長

4. 「マイナンバーカードはじめてガイドブック」の発行について 市民生活部長

5. シティライナーおおた「新田線」の経路変更について 市民生活部長

6. 物価高騰に伴う事業者支援金について 産業環境部長



7. 賃上げ促進支援金（群馬県との連携支援）について 産業環境部長

8. 公共施設における温室効果ガス排出実質ゼロの都市ガスの導入について 産業環境部長

9. 農業者物価高騰対策支援金について 農政部長

10. 太田市教育大綱の制定について 教育部長

11. 令和７年太田市成人式～二十歳を祝う会～の実施結果について 教育部長

【その他】

1. 令和７年度庁議及び副部長会議日程について 企画部長

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◆ 次回庁議予定 ◆２月2５日（火）PＭ１：3０～ ＜庁議室＞ 案件名報告：2月12日（水）PM5:00
資料提出：2月17日（月）PM5:00



２月５日 庁議提出案件 資料No.１
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

企画部長 氏名 高橋 亮 内線（TEL）２２００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について

【 目 的 】

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正によ

り、令和７年４月１日から時間外勤務の免除の対象となる子の範囲が拡大されることとなり

ました。そのため、このことが規定してあります本条例第９条について所要の改正を行うも

のです。

【 概 要 】

１ 改正内容

①時間外勤務の免除の見直し（第９条第２項）

３歳未満の子を養育する職員を対象としているが、未就学児を養育する職員までを対

象とするように改める。

②時間外勤務の上限時間制限の対象者の見直し（第９条第３項）

国家公務員と同様に、職員の配偶者が子どもを養育することができる状態か否かに関

わらず、時間外勤務の上限時間制限の申請をすることが可能となるように改める。

③介護をしている職員の時間外勤務の免除及び上限時間制限の準用（第９条第４項）

第９条第２項及び第３項に係る読替え規定を①、②と同様に改める。

※上記の時間外勤務の免除及び上限時間制限は、職員から申請があって適用することが

可能となるため、本改正条例の公布後に職員に周知をする予定です。

２ 施行日 令和７年４月１日

３ その他 令和７年３月定例会に議案提出予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 企画部 人事課 人事係 内線 ２２３２ ４７－１８１０ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



２月５日 庁議提出案件 資料No.２
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

企画部長 氏名 高橋 亮 内線（TEL）２２００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について

【 目 的 】

非常勤特別職の職員の報酬について、今般の社会情勢に鑑み、近隣自治体の報酬額等を参

考に各職員の活動時間に応じた報酬額の変更を行うものです。

また、太田市附属機関設置条例の制定により、新たに１６の委員会、審議会、協議会等が

地方自治法第１３８条の４第３項及び第２０２条の３第１項に定める「附属機関」として規

定されるため、それぞれの非常勤特別職の職員の報酬を新たに制定するものです。

【 概 要 】

１ 改正内容

①既存の非常勤特別職の職員の報酬額（１日又１回の金額）の改正

職員の区分 改正後（案） 改正前

選挙管理委員会補充員 ８，０００円 ７，９００円

選挙長、開票管理者 １１，０００円 １０，８００円

投票管理者 １３，０００円 １２，８００円

期日前投票管理者 １２，０００円 １１，３００円

投票立会人
日額１２，０００円

１０，９００円
半日額６，０００円

期日前投票立会人
日額１０，０００円

９，６００円
半日額５，０００円

開票立会人、選挙立会人 ９，０００円 ８，９００円

固定資産評価審査委員会、公平委員会、社会教育委
員会、私立学校審議会、公務災害補償等認定委員会、
公務災害補償等審査会、文化財保護審議会、美術館・
図書館運営委員会、空家等対策協議会、総合計画審
議会、都市計画審議会、景観審議会、土地区画整理
審議会、環境審議会、青少年問題協議会、資料館及
び記念館等運営委員会、児童館運営委員会、モーテ
ル類似旅館建築等審議会、建築審査会、開発審査会、
太陽光発電設備設置審議会、介護保険運営協議会、
下水道事業審議会、民生委員推薦会、子ども・子育
て会議

委員長、会長 １０，０００円 ８，９００円

委員、臨時委員 ９，０００円 ７，９００円



②新たに制定する非常勤特別職の職員の報酬

国民健康保険運営協議会、特別職報酬等審議会、退
職手当審査会、名誉市民選定審査委員会、住居表示
審議会、図書館協議会、安全安心まちづくり協議会、
放置自動車等対策協議会、学校適正規模及び適正配
置審議会、青少年センター運営協議会、福祉会館運
営協議会、こども館運営委員会、防災会議、国民保
護協議会、情報公開及び個人情報保護審査会、行政
不服審査会、太田市高度救急医療支援センター運営
委員会、養護老人ホーム入所等判定委員会

委員長、会長 ９，０００円 ８，９００円

委員、専門委員 ８，０００円 ７，９００円

土地区画整理事業評価員 ８，０００円 ７，９００円

いじめ問題専門委員会、いじめ再調査委員会

委員長
太田市いじめ問

題専門委員会及

び太田市いじめ

再調査委員会条

例に定める額

８，９００円

委員、臨時委員 ７，９００円

指定管理者候補者審査委員会
委員長 １２，０００円 ８，９００円

委員 １１，０００円 ７，９００円

介護認定審査会、障がい認定審査会
委員長、会長 １４，０００円 １３，５００円

委員 １０，０００円 ９，０００円

職員の区分 年・月・日額の別 報酬額

まちづくり市民会議 会長 日額 １０，０００円

委員 〃 ９，０００円

公共工事入札等監視委員会 委員長 〃 １０，０００円

委員 〃 ９，０００円

人権施策推進協議会 会長 〃 １０，０００円

委員 〃 ９，０００円

男女共同参画推進協議会 会長 〃 １０，０００円

委員 〃 ９，０００円

１％まちづくり会議 委員長 〃 １０，０００円

委員 〃 ９，０００円

美術館・図書館美術作品等収蔵委員会 委員長 〃 １０，０００円

委員 〃 ９，０００円

地域密着型サービス運営委員会 委員長 〃 １０，０００円

委員 〃 ９，０００円

特別養護老人ホーム等設置候補者選定委員会 委員長 〃 １０，０００円

委員 〃 ９，０００円

地域包括支援センター業務委託先事業者選定委員会 委員長 〃 １０，０００円

委員 〃 ９，０００円

地域包括支援センター運営協議会 会長 〃 １０，０００円

委員 〃 ９，０００円

教育委員会事務事業評価委員会委員 〃 ９，０００円



２ 施行日 令和７年４月１日

３ その他 令和７年３月定例会に議案提出予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 企画部 人事課 人事係 内線 ２２３２ ４７－１８１０ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

学校給食運営委員会 委員長 〃 ９，０００円

委員 〃 ８，０００円

中島知久平邸建造物調査・整備専門委員会 会長 〃 １０，０００円

委員 〃 ９，０００円

史跡金山城跡及び新田荘遺跡調査・整備専門委員会 会長 〃 １０，０００円

委員 〃 ９，０００円

史跡上野国新田郡家跡調査・整備専門委員会 会長 〃 １０，０００円

委員 〃 ９，０００円

史跡金山城跡保存活用計画策定委員会 委員長 〃 １０，０００円

委員 〃 ９，０００円



 ２月５日 庁議提出案件            資料No.３    

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               企画部長 氏名 高橋 亮 内線（TEL）２２００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

財産の取得について 

【 目 的 】 

  全ての蛍光ランプの製造・輸出入が２０２７年末をもって禁止されることに伴い、ＬＥＤ

照明器具へ早期転換を図り、光熱水費の削減及び脱炭素化を推進するため 

【 概 要 】 

 １ 取 得 財 産  尾島庁舎ほか８施設ＬＥＤ照明器具一式 

２ 取得予定価格  ２０５，１５４，４００円（内消費税１８，６５０，４００円） 

３ 取得の方法  所有権移転付き賃貸借契約の期間満了後の無償譲渡による 

４ 契約の方法  公募型プロポーザル方式による随意契約  

 ５ 契約の相手方  埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目９番６号 

    ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社 関東支店 

    支店長 臼井 淳 

 ６ 取得財産の概要   

施設名称 器具台数(台) 取得予定価格(円) 

尾島庁舎 ９１７ ４１，９８９，２００ 

太田行政センター ２３２ ６，９５６，４００ 

尾島生涯学習センター ６１６ ３４，７６８，８００ 

木崎行政センター ２５１ １０，５６０，０００ 

生品行政センター ２９２ １１，７２１，６００ 

高山彦九郎記念館 ２３３ １２，４８７，２００ 

テクノプラザおおた １，０９７ ５５，６２４，８００ 

クリーンセンター ４２６ ２０，３５８，３６０ 

新田クリーンセンター ２０９ １０，６８８，０４０ 

合計 ４，２７３ ２０５，１５４，４００ 

 

 ７ 取得予定日  太田市議会議決の日から令和８年２月２８日までの間にＬＥＤ照

    明器具を設置し、完了した施設から順次賃貸借を始め、それぞれ

    １０年を経過した日 

 ８ そ の 他  本契約を締結するため、３月定例会に議案提出する予定です。 

【 備 考 】 

 ＊ 問い合わせ先 企画部 行革推進課 行革推進係 内線2243 47－1811ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



２月 ５日 庁議提出案件 資料No.４
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

健康医療部長 氏名 大澤 美和子 内線３４００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につい

て

【 目 的 】

介護保険法施行規則（平成１１年厚生労働省令第３６号）の改正に伴い、当該条例につい

て所要の改正を行うものです。

【 概 要 】

１ 主な改正内容

（１）職員配置の柔軟化（第４条）

・現行で常勤とされている職員の員数について、常勤換算方法によることを可能とするも

のです。

・複数の圏域を一つとして各圏域内の第一号被保険者を合算した数に応じて配置すべき職

員の員数を配置することで、当該圏域それぞれが職員の配置基準を満たすこととするも

のです。

・上記のいずれについても、センターの運営状況等を勘案して地域包括支援センター運営

協議会が必要と認めた場合に限ります。

（２）その他（第３条、第４条）

引用する省令の改正に伴い生じた条項ずれを反映するものです。

２ 施行期日 公布の日

３ その他 令和７年３月定例会に議案提出する予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 健康医療部 介護サービス課 地域支援係 内線 2545 47-1856 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



２月 ５日 庁議提出案件 資料No.５
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

健康医療部長 氏名 大澤 美和子 内線３４００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について

【 目 的 】

基準省令である「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７

号）」の改正に伴い、当該条例について所要の改正を行うものです。

【 概 要 】

１ 改正内容

第１５条第１号中「第１４０条の６６第１号ロ(２)」を「第１４０条の６６第１号イ」

に改めるものです。

２ 施行期日 公布の日

３ その他 令和７年３月定例会に議案提出する予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 健康医療部 介護サービス課 地域支援係 内線 2545 47-1856 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



２ 月 ５ 日 庁議提出案件 資料No. 6
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

産業環境部長 氏名 井上 恵美子 内線（TEL）２６００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例の一部改正について

【 目 的 】

宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に伴い、宅地造成及び特定盛土等規制法の許可案件

について土砂の搬入計画の届出制度として改正し、環境保全に係る規制を維持することで、

土壌基準の規定のない宅地造成及び特定盛土等規制法と併せて、これまでと同等の規制を確

保し、併せて所要の条文を整理するものです。

【 概 要 】

１ 主な改正内容

土砂条例については、これまで生活環境の保全及び市民の安全に資することを目的に許

認可をしておりましたが、市民の安全に係る部分については、宅地造成及び特定盛土等規

制法での許可となるため、重複規制を回避し許可制度を廃止、宅地造成及び特定盛土等規

制法の許可案件について土砂の搬入計画の届出制度として改正します。

２ 施行期日

令和７年５月２６日

３ その他

令和７年３月定例会に議案提出する予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 産業環境部 環境対策課 公害対策係 内線2651 47-1893 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



２月 ５日 庁議提出案件 資料No.７
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

教育部長 氏名 小内 正 TEL 20-7080

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市立学校給食センター設置条例の廃止について

【 目 的 】

太田市立新田学校給食センターを廃止することに伴い、太田市立学校給食センター設置条

例（平成１７年太田市条例第１２５号）を廃止するものです。

【 概 要 】

１ 概 要

木崎、生品及び綿打の各小学校に親子方式の給食室が完成し、令和７年４月から給食

を提供することになりましたので、太田市立新田学校給食センターを廃止するものです。

２ 施行期日 令和７年４月１日

３ そ の 他 令和７年３月定例会に議案提出する予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 教育部 学校施設管理課 新田学校給食センター ５７－３６７１ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



２月 ５日 庁議提出案件 資料No.８
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

企画部長 氏名 高橋 亮 内線２２００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について

【 目 的 】

人事院は、国家公務員の給与について令和６年８月８日に勧告を行いました。地方公務員

の給与改定は、国家公務員に準じて行われており、その原則を踏まえて、所要の改正を行う

ものです。

【 概 要 】

１ 一般職の給与改定関係

（１）給料表（給料月額）の改定（公布の日より施行、令和７年４月１日適用）

令和６年１２月に官民格差の是正として行政職及び消防職給料表の全級全号級を引上

げましたが、令和７年４月から更に３級以上の給料表の初号近辺の号給を削除すること

で各級の初号の額を引上げつつ、８級以上の管理職は更に職責を重視し各号の引上げを

行う人事院勧告に従い、本市も同様に給料表を改正します。

これによる給料月額への影響額は、行政職８級のみ平均６，５３８円（１．４５％）

の増額となり、行政職７級までと消防職には影響ありません。

（２）期末勤勉手当支給率の改定

令和６年１２月に期末手当及び勤勉手当の支給率を年間４．６月（再任用職員は年間

２．４月）に改正しましたが、令和７年度以降期末手当及び勤勉手当の６月期及び１２

月期の支給率が均等になるよう再配分します。

（ ）内は課長職以上の職員の支給率

一般職 ６月期 １２月期 年 間

令和７年度

期末手当 １．２５０

（１．０５０）

１．２５０

（１．０５０）

２．５００

（２．１００）

勤勉手当 １．０５０

（１．２５０）

１．０５０

（１．２５０）

２．１００

（２．５００）

合 計 ２．３００ ２．３００ ４．６００

再任用職員 ６月期 １２月期 年 間

令和７年度

期末手当 ０．７００ ０．７００ １．４００

勤勉手当 ０．５００ ０．５００ １．０００

合 計 １．２００ １．２００ ２．４００



（３）扶養手当の支給対象者及び支給額の改正

令和８年度にかけて、段階的に配偶者への支給を取りやめ、子への支給額を引上げま

す。

（４）地域手当の支給率の引き上げ

令和８年度から、支給率を４％へ引上げます。人事院勧告のとおり、令和７年度は経

過措置として３％を維持します。

（参考）令和６年人事院勧告に基づく群馬県内の支給対象地域

（５）通勤手当の改正

支給上限額を現行の５５，０００円から１５０，０００円に引上げるとともに、新幹

線鉄道等（在来線特急・高速自動車国道等など）の特別料金に対しても通勤手当を支給

できるように改正します。

（６）単身赴任手当の改正

採用時から支給できるように改正します。

（７）管理職員特別勤務手当の改正

平日深夜に係る支給開始時間を現行の午前０時から午後１０時へ繰り上げます。

（８）再任用職員の住居手当の改正

再任用職員に対しても一般職同様に住居手当を支給できるよう改正します。

（９）住居手当の条文改正

第１３条第２項第１号（扶養手当部分）中「配偶者」の廃止に伴い、「配偶者」とい

う字句に事実婚も含む記載がなくなるため、第１２条第２号（住居手当部分）に表記さ

れている「配偶者」に付記します。住居手当の制度自体には変更ありません。

支給地域 現行 令和７年度 令和８年度

高崎市 ６％ ５％

４％前橋市

３％
３％

太田市

渋川市 ２％ ０％

その他の地域 ０％ ０％ ０％

扶養親族 現行 令和７年度 令和８年度

配偶者

給料表７級

以下の職員
６，５００円 ３，０００円

廃止
給料表８級

の職員
３，５００円 廃止

子（１人あたり） １０，０００円 １１，５００円 １３，０００円



２ 任期付職員の給与改定関係

特定任期付職員に対して従前は、勤勉手当は支給されず、代わりに年１回給料月額１月

分を支給する特定任期付職員業績手当を支給することとされていましたが、この業績手当

を廃止し、一般職と同様に勤勉手当を支給する形に改正します。（該当者なし）

３ その他

３月定例会に議案提出予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 企画部 人事課 給与厚生係 内線２２３３ ４７－１９６１ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



２月 ５日 庁議提出案件 資料No. 9
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

企画部長 氏名 高橋 亮 内線２２００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正について

【 目 的 】

技能労務職員の給与の種類及び基準等については、一般職の職員給与条例が準用されてお

ります。

人事院勧告に基づき一般職の扶養手当の支給基準等が改正となることから、技能労務職員の

給与条例においても所要の改正を行うものです。

【 概 要 】

１ 扶養手当における扶養親族から配偶者を除く改正に伴って一般職の給与条例を改正するこ

とから、技能労務職員についても第４条第２項を修正します。

令和８年度にかけて、配偶者への支給を取りやめ、子への支給額を引上げます。

２ 第４条第２項第１号中「配偶者」の廃止に伴い、事実上婚姻関係の者に関することの記載

がなくなるため、第６条第２号に表記されている「配偶者」に付記します。

３ その他 ３月定例会に議案提出予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 企画部 人事課 給与厚生係 内線２２３３ ４７－１９６１ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

扶養親族 現行 令和７年度 令和８年度

配偶者 ６，５００円 ３，０００円 廃止

子（１人あたり） １０，０００円 １１，５００円 １３，０００円



２月 ５日 庁議提出案件 資料No.１０
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

企画部長 氏名 高橋 亮 内線２２００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について

【 目 的 】

会計年度任用職員の給与及び費用弁償等については、一般職の職員給与条例が準用されて

おります。

人事院勧告に基づき一般職の通勤手当支給限度額が引上げとなることから、会計年度任用職

員の給与条例においても所要の改正を行うものです。

【 概 要 】

１ 一般職の給与条例の改正に伴い通勤手当の項数が増えることに伴い、参照条項を整理し、

第２０条第２項中「第８項」を「第９項」に修正します。

２ その他 ３月定例会に議案提出予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 企画部 人事課 給与厚生係 内線２２３３ ４７－１９６１ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



２月５日 庁議提出案件             資料No.１ 

●内 容 【 2.報告事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 1.庁議後 】 

 

              総務部長 氏名 瀬古 茂雄  内線（TEL）２３００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

 令和６年度太田市一般会計補正予算（第８号）についての専決処分について 

【 目 的 】 

国の補正予算に伴う重点支援地方創生臨時交付金を活用し、農業者や中小企業等に対する

物価高騰対策支援金及び賃上げ促進に係る中小企業への支援金にかかる経費を予算計上し

た本年度一般会計補正予算（第８号）を専決処分したことについて報告するものです。 

【 概 要 】 

１ 補正額 382,708千円  補正後予算額 99,029,822千円 

【歳入】 

15款2項1目1節 総務管理費補助金 ※すべて国庫支出金で一般財源の追加なし 

〇物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 ＋382,708千円 

【歳出】 

 6款1項3目 農業振興費 農業振興経費 ＋120,000千円 

○農業者物価高騰対策支援金 ＋120,000千円 

・市内に住所又は事業所を有する農業者に対する一律10万円の支援金 1,200戸想定 

 7款1項3目 工業振興費 産業振興対策事業 ＋262,708千円 

〇物価高騰対策事業者支援金 ＋162,708千円 

 支援金159,000千円 関連事務費3,708千円 

・市内に事業所を有する法人税法における中小企業者（資本金1億円以下）のうち      

製造業、建設業等に対する一律10万円の支援金 1,590件想定 

○賃上げ促進支援金 ＋100,000千円 

・5％以上の賃上げを実施した市内の中小企業者の従業員１人あたり2万円 

（1事業所あたり20人、40万円を上限）の支援金 約250事業所：5,000人想定 

 ※群馬県実施の同一事業と連携し、金額を上乗せする形で実施する。 

２ 専決処分日（補正予算配当日）  令和７年１月２４日 

３ 根拠法令 

  ・地方自治法第180条第1項 

  ・市長において専決処分することができる事項の指定について（平成21年3月19日議決）

第2項 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先   総務部 財政課 財政係 内線 ２３３１ ４７－１８１６ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



２月５日 庁議提出案件 資料No.２
●内 容 【 2.報告事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

市民生活部長 氏名 山影 正敏 内線 （２４００）

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について

【 目 的 】

公用車の運転中により発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したことを

報告するものです。

【 概 要 】

１ 公用車の運転中に発生した事故による損害賠償表

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上記に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと

を相互に確認しました。

３ 損害賠償金の支払い

あいおいニッセイ同和損害保険会社の一般自動車保険にて対応しました。

４ その他

地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和７年２月委員会協議会あてに報告します。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 市民生活部 交通対策課 公共バス運行管理係 55－4666 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

専決処分日
損害賠償額

（損害額）

市過失

割合
事故概要

１ 令和７年１月２０日
３４４，６０８円

（３４４，６０８円）
１０割

○概要

令和６年１１月１４日、太田市福沢町

２２６番地１の太田市立沢野小学校

駐車場敷地内において、市営無料バス

を後退させた際、後方不確認により、

バスの右側後方部が駐車してあった

相手方車両の右前方部に接触し、当該

車両のバンパー部分を損傷させたこ

とにより、その所有者である相手方に

損害を与えたものです。



２月 ５日 庁議提出案件 資料No.３
●内 容 【 2.報告事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

都市政策部長 氏名 田村 克弘 内線（TEL）２８００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について

【 目 的 】

市道において発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したことを報告す

るものです。

【 概 要 】

１ 市道において発生した事故による損害賠償表

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと

を相互に確認する。

３ 損害賠償の支払い 三井住友海上火災保険株式会社道路賠償責任保険にて対応しました。

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和７年２月委員会協議会あてに

報告します。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 都市政策部 道路整備課 管理係 内線 2711 ４７－１８３５ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

専決処分日
損害賠償額

(損害額)

市過失

割合 事故概要

１ 令和7年1月21日 13,420円

(26,840円)

５割

令和６年１０月２２日、太田市新田大根町３８

２番１先の市道において、相手方の親族が相手

方の所有する乗用車を運転し、道路に生じてい

た陥没部分を通過したところ、当該乗用車の左

後輪タイヤが損傷したことにより、相手方に損

害が生じたものである。



 

２月５日 庁議提出案件             資料No.４   
●内 容 【 2.報告事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               教育部長 氏名 小内 正  内線（TEL）20-7080  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

 公用車の運転中に発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したこと

を報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 損害賠償の概要 

  
専決処分日 

損害賠償額 

（損害額） 

市過失 

割合 
事故概要 

１ 令和７年１月２０日 
３１，９２１円 

(１０６，４０３円) 
３割 

○概要 

令和６年７月１１日、太田市

藤阿久町４９８番地２所在の

店舗駐車場において、職員の

運転する公用車が駐車しよう

とした場所の手前で一時停止

後再発進したところ、相手方

が所有し運転する乗用車が後

方を確認せずに後退してきた

ため、当該公用車の助手席後

方部と当該乗用車後方部が衝

突し、当該公用車及び当該乗

用車が損傷したものです。 

 

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上記に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと

を相互に確認しました。 

 

３ 損害賠償の支払い あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の一般自動車保険にて対応

しました。 

 

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和７年２月委員会協議会あて 

に報告します。 

 

 【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先   教育部 教育総務課 人事係 ２０－７０８０ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



２月５日 庁議提出案件 資料No.１
●内 容 【 3.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後】

企画部長 氏名 高橋 亮 内線（TEL）２２００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

令和７年度組織機構について

【 目 的 】

令和７年度に向けた組織機構の見直しについて報告するものです。

【 概 要 】

１ 基本的な考え方

市民ニーズを的確に捉え、効率的な行政サービスが提供できる組織、限られた人材

を最大限活用できる組織の構築を目指し、必要な改正を行うものです。

２ 組織機構の見直し内容

部 現行 令和７年度組織 理由

総
務
部

収納課

・債権管理係

収納課

・（廃止）

債権管理条例に基づき、事務執行が適正に

運用され、組織設置当初の目的が達成され

たため「債権管理係」を廃止する。

市
民
生
活
部

市民課

・管理戸籍係

・窓口記録係

市民課

・管理証明係

・住民記録係

・戸籍係（新規）

戸籍のカナ表記への対応などを所掌する戸

籍係を新設し、窓口証明発行、住民記録の

各業務を再編するため「管理証明係」と「住

民記録係」に名称変更する。

文
化
ス
ポ
ー
ツ
部

西複合施設

・図書館管理係

エアリスベース

・図書館管理係
新規施設開館に伴い課の名称を変更する。

スポーツ施設管理課

・―

・渡良瀬スポーツ広場係

スポーツ施設管理課

・管理係（新規）

・（廃止）

係の一部を集約し、行政課題に対する体制

の充実を図るため「管理係」を新設する。

福
祉
こ
ど
も
部

長寿あんしん課

・―

長寿あんしん課

・養護老人ホーム（新規）

施設を直営で運営するため「養護老人ホー

ム」を新設する。

こども課

・児童給付係

こども課

・こども政策係

こども政策全般に係る事務を所掌するた

め、名称を変更する。

都
市
政
策
部

市街地整備課

・―

市街地整備課

・清算係（新規）

東矢島土地区画整理事業終了に向けた事務

を進めるため「清算係」を新設する。



３ 組織の比較

組織数は、市長部局のほか、教育委員会、消防本部、議会、行政委員会を含み、一部事務組合を

除いています。

【 備 考 】

問い合わせ先 企画部 行革推進課 行革推進係 内線２２４３ ４７-１８１１ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

消
防
本
部

予防課

・査察指導係

・予防係

・消防設備係

予防課

・（廃止）

・予防調査係

・設備指導係

目的達成により組織を廃止し、廃止に伴う

業務内容の明確化のため名称を変更する。

中央消防署

・―

中央消防署

・救急第３係（新規）

救急医療の行政課題に対する体制の充実を

図るため「救急第３係」を新設する。

教
育
部

学校施設管理課

・新田学校給食センター

学校施設管理課

・（廃止）

給食事業（センター方式）終了に伴い「新

田学校給食センター」を廃止する。

令和６年度 令和７年度 比較

部 課 係 部 課 係 部 課 係

15 90 243 15 90 244 ±0 ±0 ＋1



２月５日 庁議提出案件             資料No.２ 

●内 容 【 3.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後  】 

 

              総務部長 氏名 瀬古 茂雄 内線（TEL）２３００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

令和７年度太田市当初予算（案）の概要について 

【 目 的 】 

令和７年度太田市一般会計当初予算（案）及び各特別会計等当初予算（案）の概要につい

て説明するものです。 

【 概 要 】 

１ 令和７年度太田市当初予算（案）の規模 

 ・一般会計         ９９，８００，０００千円（前年度比  ＋９．８％） 

 ・特別会計（５会計）    ４１，６２６，５４１千円（前年度比  ▲１．３％） 

  ・下水道事業等会計      ７，２９７，０２９千円（前年度比  ＋４．１％） 

    合  計      １４８，７２３，５７０千円（前年度比  ＋６．２％） 

２ 予算の特徴（一般会計） 

・令和７年度予算は、第３次太田市総合計画の目指す都市像「みんなの笑顔がすぐそばにあ

るまち おおた」の実現に向けて、第１次実施計画を基本に、広域斎場整備事業、市街地

再開発事業、給食費無料化事業など主要事業に取り組むための予算としました。 

・予算規模は９９８億円で、前年度に比べて金額では８９億円の増、増減率は９．８％の増

と、過去最大の予算となりました。 

３ 主な増減要因（一般会計） 

（１）歳入 R7予算額  R6予算額  増減額  

・市民税・個人 13,271,389千円 11,775,451千円 ＋1,495,938千円 

・市民税・法人 5,742,516千円 6,505,413千円 ▲762,897千円 

・固定資産税 19,542,062千円 18,772,216千円 ＋769,846千円 

・地方特例交付金 293,001千円 1,293,001千円 ▲1,000,000千円 

・地方交付税 600,000千円 1,570,000千円 ▲970,000千円 

・国庫支出金(児童手当負担金) 4,149,732千円 2,768,265千円 ＋1,381,467千円 

・国庫支出金(市街地再開発事業) 2,070,900千円 499,800千円 ＋1,571,100千円 

・不動産売払収入(国際貨物ターミナル) 812,310千円 0千円 皆増 

・財政調整基金繰入金 6,900,000千円 3,600,000千円 ＋3,300,000千円 

・市債 5,117,600千円 6,541,500千円 ▲1,423,900千円 

    

（２）歳出   R7予算額  R6予算額 増減額 

・都市構造再編集中支援事業補助金 568,600千円 0千円 皆増 

・基幹業務システム標準化移行事業 681,141千円 10,890千円 ＋670,251千円 

・新田文化会館･総合体育館改修事業 904,540千円 388,652千円 ＋515,888千円 

・児童手当給付費 5,113,620千円 3,996,020千円 ＋1,117,600千円 

・救命救急センター建設費負担金 500,000千円 0千円 皆増 

・(仮称)太田市外三町広域斎場整備事業 1,082,716千円 230,125千円 ＋852,591千円 

・市街地再開発事業等補助金 4,141,800千円 999,600千円 ＋3,142,200千円 



・市内公営住宅集約促進事業 342,626千円 728,160千円 ▲385,534千円 

・学校ＩＣＴ整備事業 678,700千円 0千円 皆増 

・小中学校給食施設改築事業 206,500千円 970,405千円 ▲763,905千円 

    

４ 主な施策事業（一般会計） 

（１）豊かな心を育む(学びとスポーツ･芸術) 

おおたプログラミング学校運営事業、新田文化会館・総合体育館改修事業、みらい給付 

型奨学金支給事業、外国語指導助手(ＡＬＴ)設置事業、外国人児童生徒日本語指導事業 

生徒指導充実事業(おおたん教育支援隊)、不登校対策事業(教育相談員)、小中学校改修 

等事業(トイレ改修 /照明器具ＬＥＤ化ほか)、学校ＩＣＴ整備事業、市立太田高校保全 

改修事業、社会教育総合センター施設等改修事業、学習文化センター改修事業、スポー 

ツ施設照明改修事業、小中学校給食施設改築事業 

（２）健やかに暮らす(福祉と健康) 

放課後児童クラブ建替事業、第３子以降子育て支援事業、こどもプラッツ推進事業 

パパママリフレッシュ事業、私立幼稚園等給食費助成事業、保育園等利用児童おむつ給 

付事業、救急医療対策事業、学校給食費無料化事業 

（３）にぎわいを生む(産業と観光) 

大型農業機械導入支援事業、県営集落基盤整備事業(藪塚西部地区)、小規模農村整備事 

業、市単独生産基盤整備事業、農業水路等長寿命化･防災減災事業(遊水池)、上堀口排水 

機場整備事業、商店リフォーム支援事業、空き店舗対策事業 

（４）安全･安心な暮らし(防災防犯) 

防犯灯維持管理事業、家庭用防犯カメラ購入助成事業、宅地耐震化推進事業、木造住宅 

耐震診断者派遣・耐震改修補助事業、交通安全対策事業、道路照明ＬＥＤ化事業、消防 

本部･中央消防署庁舎改修事業、消防･救急車両等整備事業 

（５）便利な暮らし(都市基盤) 

狭あい道路整備事業、道路維持整備事業、一般市道新設改良事業、幹線水路整備事業 

道路ストック(橋梁)定期点検･修繕事業、幹線道路整備事業、幹線道路舗装補修事業 

市街地再開発事業、土地区画整理事業(東矢島／宝泉南部／尾島東部／太田駅周辺) 

（６）快適な暮らし(住環境と自然) 

住宅用再エネ機器導入報奨金事業、第一･第二クリーンセンター施設能力強化事業 

空家除却補助事業、住宅リフォーム支援事業、排水対策事業、公園トイレ改修事業 

金山遊歩道等整備事業、市内公営住宅集約促進事業 

（７）みんなで支え合う(参画と行政運営) 

１％まちづくり事業、本庁舎設備保全事業、デジタル化推進事業、基幹業務システム標 

準化移行事業、行政センター改修事業(太田／毛里田／宝泉／木崎)、(仮称)太田市外三 

町広域斎場整備事業、旧新田保健センター改修事業 

 

５ 令和７年度太田市当初予算（案）の概要・・・・・・別紙のとおり 

 

【 備 考 】＊問い合わせ先 総務部財政課 財政係 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 0276－47－1816 



２月 ５日 庁議提出案件 資料No. ３
●内 容 【 3.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

総務部長 氏名 瀬古 茂雄 内線２３００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

新型ペーパーラボ等実証実験について

【 目 的 】

令和６年１０月から実施した新型ペーパーラボ等実証実験に係る結果報告及び今後の取り

組みについて報告を行うものです。

【 概 要 】

１ 実験実施期間

令和６年１０月４日から令和７年１月３１日まで

※当初計画より１か月期間を延長

２ 稼働状況（１２月末まで）

・ペーパーラボ稼働日数４９日

・製紙累計枚数 古紙７２，６７５枚から４７，１３２枚を再生

※詳細は別紙のとおり

３ 実験結果

・製紙成功率 ８０～９０％

・シュレッダーごみを再び用紙として再生する一連の紙循環サイクルを確立

・１月２３日（木）に沢野小学校４年生を対象とした紙の資源循環活動に関する特別

授業を実施

４ 今後の予定

・実証実験において一定の実施効果を得ることができたことから、令和７年度からの

本格稼働に向けて、機器の調達事務を行っていきます。

・紙の運搬等の事業実施方法については、効率的な運用となるよう引き続き関係所属

と協議を行っていきます。

・作成した再生紙は、本庁舎、尾島庁舎及び沢野小学校内で試行的に使用しています

が、今後生産される枚数の状況を考慮し、各学校への配送やその他事業における適

切な使用方法について検討するとともに、本事業実施について引き続き周知啓発を

行っていきます。

【 備 考 】

問い合わせ先 総務部 管財課 管財係 内線 2381 47-1822 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



２月 ５日 庁議提出案件 資料No.４
●内 容 【 3.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

市民生活部長 氏名 山影 正敏 内線（TEL）２４００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

「マイナンバーカードはじめてガイドブック」の発行について

【 目 的 】

マイナンバーカードへの理解と活用を促すため、特に初めての方に不安を解消していただけ

るよう、マイナンバーカードの安全性や具体的な利用シーンの紹介などを図やカラーを効果的

に用い、説明を工夫した冊子を作成することにより、多様な市民ニーズへの対応と市民生活の

利便性向上を図るものです。

【 概 要 】

１ 形 状 等 Ａ４サイズ、フルカラー３６ページ

２ 発行部数 １０,０００部

３ 配布時期 令和７年２月下旬

４ 配布窓口 市民課本庁窓口、東・西サービスセンター、藪塚本町サービス係、

各行政センター、高齢者施設 等

５ そ の 他 太田市ホームページにも掲載

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 市民生活部 市民課 マイナンバーカード係

内線 ３０４１ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ ４７－１９１３



　２月　５日　庁議提出案件　　　　　　　　　　　　資料No.５  
●内　容　【　3.連絡事項 】 
○公　開　【　1.可　】 
○公開時期【　2.委員会・委員会協議会後 】 

　　　　　　　　　　　　　　市民生活部長　山影　正敏　 内線　２４００　 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

　シティライナーおおた「新田線」の経路変更について 

 

【 目 的 】 

　シティライナーおおた新田線は、太田駅北口より太田記念病院やジョイフル本田などを経由

し、主に通勤・通学や医療機関の通院等に利用されています。昨年６月２３日にエアリススケ

ートパークがオープンし、さらには、本年２月２３日に太田西複合施設「エアリスベース」の

開館が予定されるなど、多様な公共施設が集約する施設を経由することでパークアンドライド

が可能となり、市民の利便性の向上となることから、運行経路の見直しを行うものです。 

 

【 概 要 】 

　　１　経路変更区間　　　別紙経路図のとおり 

 

２　廃止バス停名称　　ジョイフルホンダ西 

　　 

３　新規バス停名称　　ユーランド新田及びエアリスベース南 

 

４　運行開始期日　　　令和７年４月１日から運行予定 

　　 

５　これまでの事務手続き 

　（１）令和７年１月２７日　　太田市地域公共交通活性化協議会運賃協議部会に議案提出 

「シティライナーおおた新田線運賃設定」について 

　　　⇒　原案のとおり承認済み 

（２）同　日　　　　　　　　太田市地域公共交通活性化協議会に議案提出 

　　　　　　　　　　　「シティライナーおおた新田線の経路変更」について 

　　　　　　　　　　　　⇒　原案のとおり承認済み 

 

６　今後の関係機関への事務手続き 

令和７年２月上旬　　　関東運輸局群馬運輸支局に運行計画変更の届出書等提出予定 

 

【 備 考 】 

＊　問い合わせ先　市民生活部　交通対策課　交通対策係　内線2431　47-1826ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



２月５日 庁議提出案件             資料No.６ 

●内 容 【 3.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              産業環境部長 氏名 井上 恵美子   内線（TEL）２６００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

物価高騰に伴う事業者支援金について 

 

【 目 的 】 

燃料価格をはじめとする物価高騰により、厳しい経営を強いられている事業者に対

して国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とした支援金を支給するも

のです。 

 

【 概 要 】 

１ 対  象   市内中小企業者のうち、製造業・建設業・道路貨物運送業・運転代 

行業、一般公衆浴場業 

 

２ 見込件数   １，５９０件 

 

３ 支 給 額   １件あたり１０万円（１回限り） 

 

４ 支給要件   ・市内に事業所を有する法人であること 

         ・市内に住所を有する個人事業主であること 

         ・法人税法の中小企業（資本金１億円以下の法人）であること 

         ・直近の確定申告書または決算書を提出できること 

         ・市税の滞納がないこと 

          

５ 申請期間   令和７年２月１７日（月）から３月２１日（金）まで 

 

６ 申請方法   郵送申請による受付 

   

７ 周知方法   広報おおた２月１５日号及び太田市ホームページ等に掲載 

 

   ８ 予算措置   １月専決予算 

事業費162,708千円（事業者支援159,000千円、事務費3,708千円） 

 

 

 【 備 考 】 

    問い合わせ先 産業環境部 産業政策課 工業振興係 内線2644 47-1834 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



２月５日 庁議提出案件             資料No.７ 

●内 容 【 3.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

 

              産業環境部長 氏名 井上 恵美子   内線（TEL）２６００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

賃上げ促進支援金（群馬県との連携支援）について 

 

【 目 的 】 

持続的な賃上げを促進するため、５％以上の賃上げを実施した事業者に対して支援金を

支給します。 

 

【 概 要 】 

    １．対象 

市内に事業所を有する中小企業等 

※公益法人、協同組合、個人事業主等（従業員を１人以上雇用）も含む 

２．支給上限 

約５，０００人分（約２５０事業所） 

３．支給金額 

従業員１人あたり２万円、最大４０万円（１事業所あたり最大２０人分） 

【群馬県：従業員１人あたり５万円、最大１００万円（１事業所あたり最大２０人

分）】 

※従業員は市内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者 

４．対象期間 

令和７年４月１日から１１月３０日（予定） 

※受付開始 令和７年７月から（予定） 

５．対象要件 

群馬県の賃上げ促進支援金の交付を受けた市内中小企業等 

     ６．予算措置 

事業費 １００，０００千円 

７．その他 

群馬県の賃上げ促進支援金の上乗せ支援として実施するため、対象業種等の要件は

群馬県に準ずることになります。 

 

【 備 考 】 

問い合わせ先 産業環境部 産業政策課 経営支援係 内線2646 47-1846 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

 

 



２月 ５日 庁議提出案件 資料No.８
●内 容 【 3.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

産業環境部長 氏名 井上恵美子 内線（TEL）２６００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

公共施設における温室効果ガス排出実質ゼロの都市ガスの導入について

【 目 的 】

２０５０年カーボンニュートラルに向けて、温室効果ガス排出実質ゼロの都市ガスを公共

施設に導入することで、脱炭素の取組を推進するものです。

【 概 要 】

１ 事業概要

都市ガスの製造から燃焼までに発生する温室効果ガスを、Ｊ－クレジットにより相殺

（オフセット）した、温室効果ガス排出実質ゼロの「カーボン・オフセット都市ガス」

を公共施設に導入します。

この都市ガスを使用した場合、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく報告にお

いて、温室効果ガス排出量をゼロとすることができます。

２ 導入施設

・太田市役所（本庁舎・南庁舎）

・太田市民会館

・エアリスベース

・太田市美術館・図書館

・太田市総合体育館（オープンハウスアリーナ太田）

３ ＣＯ２削減効果 ５施設合計で、年間約８５０ｔ－ＣＯ２

４ 導入時期 令和７年４月（予定）

※Ｊ－クレッジット制度

省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による、ＣＯ２などの温室効果ガスの排

出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 産業環境部 脱炭素推進室 企画係 内線2661 47-1953ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



２月５日　庁議提出案件　　　　　　　　　　　　　 資料No.９  
●内　容　【　3.連絡事項 】 
○公　開　【　1.可　】 
○公開時期【　2.委員会・委員会協議会後　】 
 

　　　　　　　　　　　　　　 農政部長　氏名　清水　純一　 内線（TEL）２０－９７１４　 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

農業者物価高騰対策支援金について 

 

【 目 的 】 

緊迫化する世界情勢・円安等の影響により、燃料そして肥料・飼料等を含めた農業用資材 

の価格高騰・高止まりが続いており、農業者の経済的負担は非常に大きく、未だに農業経営 

を逼迫した状況が続いている。そこで、当該支援事業を実施することにより、市内農業者の 

持続的な経営安定を図ることを目的とし、支援金を交付し農業経営を支援するものです。 

 

【 概 要 】 

１　支援対象　　　市内に住所又は事業所を有する農業者（法人含む） 

　　　　　　　　　 ① 稲作農家（経営所得安定対策申請者） 

　　　　　　　　　 ② 園芸農家（ＪＡ出荷者が対象） 

　　　　　　　　　 ③ 畜産農家（牛・豚・鶏飼養農家） 

２　対象者数　　　１，２００戸 

　　　　　　　　　 ① 稲作農家　300戸 

　　　　　　　　　 ② 園芸農家　830戸 

　　　　　　　　　 ③ 畜産農家　 70戸 

３　事業内容　　　１経営体当たり１００,０００円を交付 

４　支援金総額　　１２０,０００,０００円 

５　対象要件　　　(1) 交付申請時において営農しており、給付金受領後も引き続き営農 

継続の意思があること。 

(2) 市税等を滞納していないこと。 

(3) 個別要件は次のとおりとする。 

　　　　　　　　　　① 令和6年度経営所得安定対策申請者であること。 

　　　　　　　　　　② 令和6年1月1日～12月31日までに代理人となる市内農業協同組合 

　　　　　　　　　　　 に出荷実績があること。 

　　　　　　　　　　③ 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づき、群馬県知事 

　　　　　　　　　　　 に定期報告を行っていること。 

６　財源　　　　　『物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金』（R6.11.22閣議決定） 

 

 

【 備 考 】 

＊　問い合わせ先　　農政部　農業政策課　農業支援係　外線　0276-20-9714 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



２月 ５日 庁議提出案件 資料No.１０
●内 容 【 3.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

教育部長 氏名 小内 正 内線（TEL）20-7080

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市教育大綱の制定について

【 目 的 】

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１条の第３項に規定されたもので、教

育基本法第１７条第１項に規定する基本的な方針を参酌し、市長と教育委員会とで行われ

る「総合教育会議」を経て、教育の基本方針を定めるものです。

【 概 要 】

令和７年１月２８日（火）に開催された総合教育会議において協議され、承認されました。

１ 大綱の期間

令和７年度から令和１０年度までの４年間

２ 基本理念

第３次太田市総合計画に掲げられた基本目標の１つである「豊かな心を育む」を推進し、

次代を担う子どもたちの教育に、家庭や地域、学校が一体となって取り組み、豊かな人間

性や社会性、生きる力を育むとともに、未来を切り拓く力を備えた人材の育成、さらには、

年齢を問わず誰もが学び続けることができる環境づくりを目指します。

３ 基本方針

基本理念の実現に向け、以下の６つの基本方針について目指す姿と施策方針を定め、具

体的な取組みを推進します。

（１）教育行政の推進

（２）義務教育の推進

（３）高校教育の推進

（４）青少年育成の推進

（５）生涯学習の推進

（６）文化財の保存活用の推進

４ その他

・太田市議会市民文教委員会への報告と全議員への配布。

・太田市ホームページ掲載による市民への公表。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 教育部 教育総務課 総務係 20-7080 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



　２月　５日　庁議提出案件　　　　　　　　　　　資料No.１１ 

●内　容　【　3.連絡事項 】 
○公　開　【　1.可　】 
○公開時期【　1.庁議後 】 
 

　　　　　　　　　　　　　　教育部長　氏名　小内　正 　 内線（TEL）１３０１　　 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

　　　令和７年太田市成人式～二十歳を祝う会～の実施結果について 

 

【 目 的 】 

 　　 二十歳という人生の大きな節目を迎えることができた喜びを仲間と分かち合い、これま

で支えてくれた周囲や社会に感謝するとともに、その期待に応えられる人となるための自

覚を促すために実施しました。 

 

【 概 要 】 

１．名　　称　令和７年太田市成人式～二十歳を祝う会～ 

２．期　　日　令和７年１月１２日（日） 

３．会　　場　OPEN HOUSE ARENA OTA 

４．内　　容　主催者紹介、主催者あいさつ、来賓紹介、お祝いのことば 

祝電披露、二十歳の主張、サンダーガールズチアパフォーマンス、抽選会 

５．出席者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　（単位：名） 

 

６．そ の 他　・式典の様子をセンターヴィジョンで上映 

　　　　　　　・記念品として、当日の様子を動画撮影したものを、DVDにして出席者全員 

　　　　　　　　　 へ配布 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊　問い合わせ先　　教育部　生涯学習課　青少年係  外線２２－３４４２ 

 

総計

該当者数 出席者数 出席率
 男 女 計 男 女 計 男 女 計
 1,362 1,188 2,550 917 844 1,761 67.3％ 71.0％ 69.1％


